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(57)【要約】
【課題】全鋳造過程に亘ってコンプレッサインペラ１の
内部欠陥（内部空隙）の発生を抑え、コンプレッサイン
ペラ１の更なる強度向上を図る。
【解決手段】１回目の石膏鋳造前に、アルミニウムの溶
湯Ｍに対して脱ガス処理を行う他に、１回目の石膏鋳造
後に、所定の処理間隔の下でアルミニウムの溶湯Ｍに対
して複数回の脱ガス処理を行うと共に、供給ポート２５
から加圧ガスとしてアルゴンガスを坩堝１５内の空間に
供給する前に、ドライヤー３３によって乾燥させること
。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンプレッサインペラを成形するための成形面を有した石膏型を用い、アルミニウムか
らなる複数の前記コンプレッサインペラを連続的に成形するコンプレッサインペラの成形
装置であって、
　アルミニウムの溶湯を高温保持した状態で収容する坩堝と、
　前記坩堝に設けられ、前記坩堝の上側の所定位置にセットした前記石膏型の前記成形面
によって区画されるキャビティへアルミニウムの溶湯を導入するためのストークと、
　前記坩堝に設けられ、加圧ガス供給源に接続され、前記坩堝内の空間に加圧ガスを供給
するための加圧ガス供給部と、
　前記加圧ガス供給部と前記加圧ガス供給源との間に配設され、加圧ガスを乾燥させるド
ライヤーと、
　前記坩堝に設けられ、前記坩堝の空間から加圧ガスを前記坩堝の外側へ排出するための
加圧ガス排出部と、
　前記坩堝に設けられ、不活性ガス供給源に接続され、アルミニウムの溶湯中において不
活性ガスを噴出する脱ガス処理器と、を具備したことを特徴とするコンプレッサインペラ
の成形装置。
【請求項２】
　アルミニウムからなる複数のコンプレッサインペラを連続的に成形するコンプレッサイ
ンペラの成形方法であって、
　坩堝に収容したアルミニウムの溶湯中において不活性ガスを噴出させることにより、ア
ルミニウムの溶湯に対して脱ガス処理を行う第１脱ガス処理工程と、
　前記第１脱ガス処理工程の終了後に、前記コンプレッサインペラを成形するための成形
面を有した石膏型を用い、前記石膏型の前記成形面によって区画されるキャビティ内にア
ルミニウムの溶湯を充填することにより、石膏鋳造によって前記コンプレッサインペラを
成形する石膏鋳造工程と、
　前記石膏鋳造工程の終了後に、前記石膏鋳造工程を繰り返して行うことにより、石膏鋳
造によって複数の前記コンプレッサインペラを連続的に成形する繰り返し工程と、
　前記繰り返し工程の途中に、所定の処理間隔の下で、アルミニウムの溶湯に対して複数
回の脱ガス処理を行う第２脱ガス処理工程と、を具備したことを特徴とするコンプレッサ
インペラの成形方法。
【請求項３】
　前記石膏鋳造工程は、ドライヤーによって乾燥された不活性ガスを加圧ガスとして前記
坩堝内の空間に供給して、前記石膏型の前記キャビティと前記坩堝内の空間との圧力差を
利用して前記石膏型の前記キャビティ内にアルミニウムの溶湯を充填することを特徴とす
る請求項２に記載のコンプレッサインペラの成形方法。
【請求項４】
　前記第１脱ガス処理工程、前記石膏鋳造工程、前記繰り返し工程、及び前記第２脱ガス
処理工程で用いる不活性ガスは、アルゴンガスであることを特徴とする請求項３に記載の
コンプレッサインペラの成形方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、アルミニウムからなる複数のコンプレッサインペラを連続的に成形するコン
プレッサインペラの成形装置及び成形方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ターボチャージャ等のターボ回転機械の構成要素であるコンプレッサインペラは、通常
、アルミニウムからなり、複雑な形状を呈しているため、コンプレッサインペラを成形す
る際には、石膏鋳造法（プラスターモールド法）が用いられている。そして、石膏鋳造に
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よって複数のコンプレッサインペラを成形する場合には、次のように行う。
【０００３】
　脱ガス処理器を坩堝内の所定位置にセットして、脱ガス処理器を適宜に作動させて、坩
堝に収容したアルミニウムの溶湯中において不活性ガスを噴出させる。これにより、アル
ミニウムの溶湯に対して脱ガス処理を行って、アルミニウムの溶湯中の水素量を所定の基
準水素量以下まで低減する。
【０００４】
　脱ガス処理の後に、脱ガス処理器を坩堝内から取り外し、コンプレッサインペラを成形
するための成形面を有した石膏型を坩堝の上側の所定位置にセットする。そして、不活性
ガスを加圧ガスとして坩堝内の空間に供給することにより、石膏型の成形面によって区画
されるキャビティと坩堝内の空間との圧力差を利用して、石膏型のキャビティ内にアルミ
ニウムの溶湯を充填する。更に、石膏型のキャビティ内に充填したアルミニウムの溶湯を
硬化させる。これにより、石膏鋳造によってコンプレッサインペラを成形することができ
る。なお、成形品としてのコンプレッサインペラは、石膏型の型ばらしによって石膏型か
ら取り出される。
【０００５】
　１回目の石膏鋳造の後に、石膏型のセットからアルミニウムの溶湯の充填及び硬化まで
の一連の動作を繰り返して行う。これにより、石膏鋳造によって複数のコンプレッサイン
ペラを連続的に成形することができる。
【０００６】
　なお、本発明に関連する先行技術として特許文献１から特許文献３に示すものがある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００８－２６４８４６号公報
【特許文献２】特開２００５－２０６９２７号公報
【特許文献３】特開２０１２－２５９８６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　ところで、アルミニウムの溶湯中の水素量を所定の基準水素量よりも更に少ない水素量
まで低減しても、全鋳造過程において成形されるコンプレッサインペラの強度向上には寄
与しないものと考えられていた。そのため、全鋳造過程の開始前等、アルミニウムの溶湯
に対して脱ガス処理を行う頻度は限られたものであった。ここで、全鋳造過程とは、石膏
鋳造前に脱ガス処理をしたアルミニウムの溶湯の容量に応じた成形数（最大成形数）のコ
ンプレッサインペラを石膏鋳造によって成形する一連の過程のことをいう。
【０００９】
　しかしながら、コンプレッサインペラの更なる強度向上の要請に対応して、本願の発明
者が全鋳造過程のうちの鋳造前期及び鋳造後期にそれぞれ成形された複数のコンプレッサ
インペラについて超音波探傷、並びに全鋳造過程中におけるアルミニウムの溶湯に残存す
る水素量ついて調査を行ったところ、次のようなことが判明した。鋳造後期に成形された
コンプレッサインペラは、鋳造前期に成形されたコンプレッサインペラに比べて、アルミ
ニウムの溶湯に残存する水素量の微増に応じて、内部欠陥（内部空隙）が若干増加する傾
向にあった。これは、全鋳造過程中に、アルミニウムの溶湯が雰囲気中の水分を取り込ん
だことによるものと考えられる。即ち、全鋳造過程の開始前に、アルミニウムの溶湯中の
水素量を所定の基準水素量以下まで低減していたとしても、全鋳造過程中に亘ってアルミ
ニウムの溶湯中の水素量を管理することにより、コンプレッサインペラの内部欠陥の発生
を抑え、コンプレッサインペラの更なる強度向上を図ることができるという知見を得るこ
とができた。
【００１０】
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　そこで、本発明は、前述の知見を実現することができる、新規なコンプレッサインペラ
の成形装置及び成形方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の第１の特徴は、コンプレッサインペラを成形するための成形面を有した石膏型
を用い、アルミニウムからなる複数の前記コンプレッサインペラを連続的に成形（製造）
するコンプレッサインペラの成形装置（製造装置）であって、アルミニウムの溶湯を高温
保持した状態で収容する坩堝（保温炉）と、前記坩堝に設けられ、前記坩堝の上側の所定
位置にセットした前記石膏型の前記成形面によって区画されるキャビティへアルミニウム
の溶湯を導入するためのストークと、前記坩堝に設けられ、加圧ガス供給源に接続され、
前記坩堝内の空間に加圧ガスを供給するための加圧ガス供給部（加圧ガス供給手段）と、
前記加圧ガス供給部と前記加圧ガス供給源との間に配設され、加圧ガスを乾燥させるドラ
イヤーと、前記坩堝に設けられ、前記坩堝の空間から加圧ガスを前記坩堝の外側へ排出す
るための加圧ガス排出部（加圧ガス排出手段）と、前記坩堝に設けられ、不活性ガス供給
源に接続され、アルミニウムの溶湯中において不活性ガスを噴出して脱ガス処理を行う脱
ガス処理器と、を具備したことを要旨とする。
【００１２】
　本願の明細書及び特許請求の範囲において、アルミニウムとは、純アルミニウム及びア
ルミニウム合金を含む意であって、「設けられ」とは、直接的に設けられたことの他に、
別部材を介して間接的に設けられたことを含む意である。また、不活性ガス供給源と加圧
ガス供給源が共通のガス供給源であっても構わない。
【００１３】
　本発明の第１の特徴によると、アルミニウムの溶湯中において前記脱ガス処理器からア
ルゴンガスを噴出させることにより、アルミニウムの溶湯に対して脱ガス処理を行う。こ
れにより、アルミニウムの溶湯の水素量を所定の基準水素量以下まで低減することができ
る。なお、所定の基準水素量とは、前記コンプレッサインペラの強度を確保するための水
素量のことをいう。
【００１４】
　アルミニウムの溶湯に対して１回目の脱ガス処理を行った後に、前記石膏型を前記坩堝
の上側の所定位置にセットした状態で、前記ドライヤーによって加圧ガスを乾燥させつつ
、前記加圧ガス供給部から乾燥した加圧ガスを前記坩堝内の空間に供給する。すると、乾
燥した加圧ガスによって前記坩堝内の空間を加圧し、前記石膏型の前記キャビティと前記
坩堝内の空間との圧力差を利用して、前記ストークからアルミニウムの溶湯を前記石膏型
の前記キャビティ内に充填することができる。更に、前記坩堝内の空間の加圧状態を所定
時間保持して、前記石膏型の前記キャビティ内のアルミニウムの溶湯を硬化させる。これ
により、石膏鋳造によって前記コンプレッサインペラを成形することができる。
【００１５】
　前記コンプレッサインペラの成形後に、前記ガス排出部から加圧ガスを前記坩堝の外側
へ適宜に排出して、前記坩堝内の空間を減圧する。これにより、前記石膏型を前記坩堝の
上側の所定位置から取り外すことができる。
【００１６】
　そして、前記石膏型のセットから前記石膏型の取り外しまでの一連の動作を繰り返して
行う。これにより、石膏鋳造によって複数の前記コンプレッサインペラを連続的に成形す
ることができる。また、複数の前記コンプレッサインペラの成形の途中に、所定の処理間
隔（処理ピッチ）の下で、アルミニウムの溶湯中において前記脱ガス処理器からアルゴン
ガスを噴出させることにより、アルミニウムの溶湯に対して複数回の脱ガス処理を行う。
なお、所定の処理間隔とは、アルミニウムの溶湯中の水素量を所定の基準水素量以下に管
理するための間隔のことをいい、所定の処理間隔は、等間隔又は不等間隔であるか否かは
問わない。
【００１７】
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　ここで、前述のように、１目の石膏鋳造前に、アルミニウムの溶湯に対して脱ガス処理
を行う他に、１回目の石膏鋳造後に、所定の処理間隔の下でアルミニウムの溶湯に対して
複数回の脱ガス処理を行うと共に、前記加圧ガス供給部から乾燥した加圧ガスを前記坩堝
内の空間に供給する前に、前記ドライヤーによって加圧ガスを乾燥させているため、全鋳
造過程に亘ってアルミニウムの溶湯中における水素量の増加を十分に抑えることができる
。
【００１８】
　本発明の第２の特徴は、アルミニウムからなる複数のコンプレッサインペラを連続的に
成形（製造）するコンプレッサインペラの成形方法（製造方法）であって、坩堝に収容し
たアルミニウムの溶湯中において不活性ガスを噴出させることにより、アルミニウムの溶
湯に対して脱ガス処理を行う第１脱ガス処理工程と、前記第１脱ガス処理工程の終了後に
、前記コンプレッサインペラを成形するための成形面を有した石膏型を用い、前記石膏型
の前記成形面によって区画されるキャビティ内にアルミニウムの溶湯を充填して、充填さ
れたアルミニウムの溶湯を硬化させることにより、石膏鋳造によって前記コンプレッサイ
ンペラを成形する石膏鋳造工程と、前記石膏鋳造工程の終了後に、前記石膏鋳造工程を繰
り返して行うことにより、石膏鋳造によって複数の前記コンプレッサインペラを連続的に
成形する繰り返し工程と、前記繰り返し工程の途中に、所定の処理間隔（処理ピッチ）の
下で、アルミニウムの溶湯に対して複数回の脱ガス処理を行う第２脱ガス処理工程と、を
具備したことを要旨とする。
【００１９】
　ここで、本願の明細書及び特許請求の範囲において、前記石膏型の前記キャビティ内に
アルミニウムの溶湯を充填する手法としては、前記石膏型の前記キャビティと前記坩堝内
の空間との圧力差を利用する手法、又はアルミニウムの溶湯の重量を利用する手法等のい
ずれであっても構わない。
【００２０】
　本発明の第２の特徴によると、１回目の石膏鋳造前に、アルミニウムの溶湯に対して脱
ガス処理を行う他に、１回目の石膏鋳造後に、所定の処理間隔の下でアルミニウムの溶湯
に対して複数回の脱ガス処理を行うため、前記繰り返し工程中、換言すれば、全鋳造過程
に亘ってアルミニウムの溶湯中における水素量の増加を十分に抑えることができる。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明によれば、全鋳造過程に亘ってアルミニウムの溶湯中における水素量の増加を十
分に抑えることができるため、全鋳造過程に亘って前記コンプレッサインペラの内部欠陥
（内部空隙）の発生を抑え、前記コンプレッサインペラの更なる強度向上を図ることがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】図１は、本発明の実施形態に係るコンプレッサインペラの成形装置を示す模式図
である。
【図２】図２（ａ）は、アルミニウムの溶湯に対して脱ガス処理を行う様子を示す模式図
、図２（ｂ）は、石膏型のキャビティ内にアルミニウムの溶湯を充填する様子を示す模式
図である。
【図３】図３は、石膏鋳造後に坩堝内の空間を減圧する様子を示す模式図である。
【図４】図４（ａ）は、成形対象であるコンプレッサインペラの斜視図、図４（ｂ）は、
成形対象であるコンプレッサインペラの断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下、図面を参照して、成形対象であるコンプレッサインペラ、本発明の実施形態に係
るコンプレッサインペラの成形装置、及び本発明の実施形態に係るコンプレッサインペラ
の成形方法等について順次説明する。
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【００２４】
　図４（ａ）（ｂ）に示すように、成形対象であるコンプレッサインペラ１は、ターボチ
ャージャ（図示省略）の構成要素であって、アルミニウムからなるものである。また、コ
ンプレッサインペラ１は、ディスク３を備えており、このディスク３のハブ面（外周面）
３ｈは、コンプレッサインペラ１の軸方向一方側から径方向外側へ延びている。更に、デ
ィスク３のハブ面３ｈには、軸長の異なるフルブレード５とスプリッタブレード７が周方
向に交互に設けられている。なお、ディスク３のハブ面３ｈにフルブレード５とスプリッ
タブレード７が交互に設けられ代わりに、軸長の同じ複数のフルブレード５が周方向に間
隔を置いて設けられるようにしても構わない。
【００２５】
　図１に示すように、本発明の実施形態に係るコンプレッサインペラの成形装置９は、石
膏鋳造を行うための石膏型１１を用い、アルミニウムからなる複数のコンプレッサインペ
ラ１を連続的に成形する装置である。ここで、石膏型１１は、コンプレッサインペラ１の
形状（外形状）を反転する形状（内形状）の成形面１１ｆ、換言すれば、コンプレッサイ
ンペラ１を成形するための成形面１１ｆを有している。また、石膏型１１の成形面１１ｆ
によって、アルミニウムの溶湯Ｍを充填可能なキャビティ１３が区画されている。
【００２６】
　本発明の実施形態に係るコンプレッサインペラの成形装置９は、アルミニウムの溶湯Ｍ
を高温保持した状態で収容する坩堝（保温炉）１５を具備している。また、坩堝１５は、
坩堝本体１７と、この坩堝本体１７の上側に着脱可能に設けられた蓋部材１９と、坩堝本
体１７に設けられかつアルミニウムの溶湯Ｍを高温保持するためのヒータ２１とを備えて
いる。更に、蓋部材１９には、ストーク２３が垂下して設けられており、このストーク２
３は、蓋部材１９の上側の所定位置（坩堝１５の上側の所定位置）にセットした石膏型１
１のキャビティ１３へアルミニウムの溶湯Ｍを導入するためのものである。
【００２７】
　坩堝本体１７には、坩堝１５内の空間にアルゴンガス（加圧ガスの一例）を供給するた
めの加圧ガス供給部としての供給ポート２５が設けられている。また、供給ポート２５に
は、供給配管２７の一端部が接続されており、この供給配管２７の他端部は、アルゴンガ
スタンク等の加圧ガス供給源２９に接続されている。換言すれば、供給ポート２５は、供
給配管２７を介して加圧ガス供給源２９に接続されている。更に、供給配管２７の途中に
は、供給配管２７の開口度（開口面積）を調節可能な供給バルブ３１が配設されており、
供給配管２７の途中における供給バルブ３１と加圧ガス供給源２９との間には、アルゴン
ガスを乾燥させるドライヤー３３が配設されている。
【００２８】
　坩堝本体１７には、坩堝１５内の空間からアルゴンガスを坩堝１５の外側へ排出するた
めの加圧ガス排出部としての排出ポート３５が設けられている。また、排出ポート３５に
は、排出配管３７の一端部が接続されており、この排出配管３７の他端部は、大気開放さ
れている。更に、排出配管３７の途中には、排出配管３７の開口度を調節可能な排出バル
ブ（減圧バルブ）３９が配設されている。
【００２９】
　蓋部材１９には、アルミニウムの溶湯Ｍ中においてアルゴンガス（不活性ガスの一例）
を噴出して脱ガス処理を行うための脱ガス処理器としてのランスパイプ４１が着脱可能に
設けられており、このランスパイプ４１は、上下方向へ延びてあって、回転モータ（図示
省略）の駆動によりその軸心（ランスパイプ４１の軸心）周りに回転可能である。また、
ランスパイプ４１には、供給配管４３の一端部が接続されており、この供給配管４３の他
端部は、アルゴンガスタンク等の不活性ガス供給源４５に接続されている。換言すれば、
ランスパイプ４１は、供給配管４３を介して不活性ガス供給源４５に接続されている。更
に、供給配管４３の途中には、供給配管４３の開口度を調節可能な供給バルブ４７が配設
されている。なお、不活性ガス供給源４５としての機能を加圧ガス供給源２９に兼用させ
ても構わない。
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【００３０】
　坩堝本体１７には、脱ガス処理中に坩堝１５内の空間からアルゴンガスを坩堝１５の外
側へ外部に排出するための不活性ガス排出部としての排出ポート４９が設けられている。
また、排出ポート４９には、排出配管５１の一端部が接続されており、この排出配管５１
の他端部は、大気開放されている。更に、排出配管５１の途中には、排出配管５１の開口
度を調節可能な排出バルブ（減圧バルブ）５３が配設されている。
【００３１】
　続いて、本発明の実施形態に係るコンプレッサインペラの成形方法（製造方法）につい
て、本発明の実施形態の作用を含めて説明する。
【００３２】
　本発明の実施形態に係るコンプレッサインペラの成形方法は、アルミニウムからなる複
数のコンプレッサインペラを連続的に成形（製造）する方法であって、第１脱ガス処理工
程、石膏鋳造工程、繰り返し工程、及び第２脱ガス処理工程を具備しており、各工程の具
体的な内容は、次のようになる。
【００３３】
　(i)　第１脱ガス処理工程
　図２（ａ）に示すように、回転モータの駆動よりランスパイプ４１をその軸心周りに回
転させつつ、供給バルブ４７によって供給配管４３の開口度を調節して、アルミニウムの
溶湯Ｍ中においてランスパイプ４１からアルゴンガスを噴出させる。これにより、アルミ
ニウムの溶湯Ｍに対して脱ガス処理を行って、アルミニウムの溶湯Ｍ中の水素量を所定の
基準水素量以下まで低減することができる。なお、所定の基準水素以下とは、コンプレッ
サインペラ１の強度を確保するための水素量のことをいい、試験等によって予め設定して
ある。
【００３４】
　一方、脱ガス処理中に、排出バルブ５３によって排出配管５１の開口度を調節して、坩
堝１５内からアルゴンガス（水素を取り込んだアルゴンガス）を適宜に排出する。
【００３５】
　(ii)　石膏鋳造工程（１回目の石膏鋳造工程）
　第１脱ガス処理工程の終了後に、石膏型１１を蓋部材１９の所定位置（坩堝１５の上側
の所定位置）にセットして、石膏型１１のキャビティ１３をストーク２３内に連通させる
。そして、図２（ｂ）に示すように、ドライヤー３３によってアルゴンガスを乾燥させつ
つ、供給バルブ３１によって供給配管２７の開口度を調節して、供給ポート２５から乾燥
したアルゴンガスを坩堝１５内の空間に供給する。すると、乾燥したアルゴンガスによっ
て坩堝１５内の空間を加圧し、石膏型１１のキャビティ１３と坩堝１５内の空間との圧力
差を利用して、ストーク２３から石膏型１１のキャビティ１３内にアルミニウムの溶湯Ｍ
を充填することができる。更に、坩堝１５内の空間の加圧状態を所定時間保持して、石膏
型１１のキャビティ１３内のアルミニウムの溶湯Ｍを硬化させる。これにより、石膏鋳造
によってコンプレッサインペラ１を成形することができる。なお、石膏鋳造中、排出バル
ブ３９は全閉状態（開口度０の状態）にしておく。また、乾燥したアルゴンガスによって
坩堝１５内の空間を加圧するときに、適宜の吸引手段（図示省略）によって石膏型１１の
キャビティ１３内を吸引しても構わない。
【００３６】
　コンプレッサインペラ１の成形後に、図３に示すように、排出バルブ３９の開口度を調
節して、坩堝１５内から乾燥したアルゴンガスを坩堝１５の外側へ適宜に排出して、坩堝
１５内の空間を減圧する。これにより、石膏型１１を蓋部材１９の所定位置から取り外す
ことができる。なお、成形品としてのコンプレッサインペラ１は、石膏型１１の型ばらし
によって石膏型１１から取り出される。
【００３７】
　(iii)　繰り返し工程（２回目以降の石膏鋳造工程）
　石膏鋳造工程の終了後に、石膏鋳造工程、換言すれば、石膏型１１のセットから石膏型
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１１の取り外しまでの一連の動作を繰り返して行う。これにより、石膏鋳造によって複数
のコンプレッサインペラ１を連続的に成形することができる。
【００３８】
　(iv)　第２脱ガス処理工程
　繰り返し工程の途中に、所定の処理間隔（処理ピッチ）として、所定回数（例えば１回
又は２回等）の石膏鋳造の終了の度に、回転モータの駆動よりランスパイプ４１をその軸
心周りに回転させつつ、供給バルブ４７によって供給配管４３の開口度を調節して、アル
ミニウムの溶湯Ｍ中においてランスパイプ４１からアルゴンガスを噴出させる。これによ
り、所定回数の石膏鋳造の終了の度に、アルミニウムの溶湯Ｍに対して脱ガス処理を行っ
て、アルミニウムの溶湯Ｍ中の水素量を低減することができる。なお、所定の処理間隔と
は、アルミニウムの溶湯Ｍ中の水素量を所定の基準水素量以下に管理するための間隔のこ
とをいい、試験等によって予め設定してある。また、所定回数の石膏鋳造の終了の度に、
アルミニウムの溶湯Ｍに対して脱ガス処理を行う代わりに、所定の処理間隔として、各石
膏鋳造の終了の度又は所定処理時間の度に、アルミニウムの溶湯Ｍに対して脱ガス処理を
行うようにしても構わない。
【００３９】
　以上により、本発明の実施形態に係るコンプレッサインペラの成形方法の実施が終了す
る。
【００４０】
　ここで、１回目の石膏鋳造前に、アルミニウムの溶湯Ｍに対して脱ガス処理を行う他に
、１回目の石膏鋳造後に、所定の処理間隔の下でアルミニウムの溶湯Ｍに対して複数回の
脱ガス処理を行うため、繰り返し工程中、換言すれば、全鋳造過程に亘ってアルミニウム
の溶湯Ｍ中における水素量の増加を十分に抑えることができる。なお、全鋳造過程とは、
石膏鋳造前に脱ガス処理をしたアルミニウムの溶湯Ｍの容量に応じた成形数（最大成形数
）のコンプレッサインペラ１を石膏鋳造によって成形する一連の過程のことをいう。
【００４１】
　特に、第１ガス処理工程及び石膏鋳造工程等で用いるアルゴンガスが不活性ガスの中で
も不活性度の高いガスであって、供給ポート２５から加圧ガスとしてアルゴンガスを坩堝
１５内の空間に供給する前に、ドライヤーによって乾燥させているため、アルミニウムの
溶湯Ｍの雰囲気中の水分量を極力減らして、全鋳造過程に亘ってアルミニウムの溶湯Ｍ中
における水素量の増加をより十分に抑えることができる。
【００４２】
　従って、本発明の実施形態によれば、全鋳造過程に亘ってコンプレッサインペラ１の内
部欠陥（内部空隙）の発生を抑え、コンプレッサインペラ１の更なる強度向上を図ること
ができる。
【００４３】
　なお、本発明は、前述の実施形態の説明に限られるものではなく、例えば、石膏型１１
のキャビティ１３と坩堝１５内の空間との圧力差を利用する代わりに、アルミニウムの溶
湯Ｍの重量を利用して、石膏型１１のキャビティ１３内にアルミニウムの溶湯Ｍを充填す
る等、その他、適宜の変更を行うことにより、種々の態様で実施可能である。また、本発
明に包含される権利範囲は、前述の実施形態に限定されないものである。
【符号の説明】
【００４４】
　Ｍ：溶湯、１：コンプレッサインペラ、３：ディスク、３ｈ：ハブ面、５：フルブレー
ド、７：スプリッタブレード、９：コンプレッサインペラの成形装置、１１：石膏型、１
１ｆ：成形面、１３：キャビティ、１５：坩堝、１７：坩堝本体、１９：蓋部材、２１：
ヒータ、２３：ストーク、２５：供給ポート（加圧ガス供給部）、２７：供給配管、２９
：加圧ガス供給源、３１：供給バルブ、３３：ドライヤー、３５：排出ポート（加圧ガス
排出部）、３７：排出配管、３９：排出バルブ、４１：ランスパイプ（脱ガス処理器）、
４３：供給配管、４５：不活性ガス供給源、４７：供給バルブ、４９：排出ポート、５１
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